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５． ビルピット排水の悪臭対策方法の提案 

 

前述のとおり、ビルピット排水に起因するマンホールや公共汚水桝等下水道施設から

の悪臭苦情には、法的拘束力のある悪臭防止法の適用が有効である。 

しかしながら、多くの自治体では悪臭防止法を扱う環境部局等と下水道管理部局とが

別組織になっていることから、下水道の担当者が、悪臭防止法に基づく取り締まりを実

施することはできない。また、同法の適用にあたっては以下の課題がある。 

① 下水道管理担当者の施設立ち入りに制約がある。 

② 法に基づく測定方法（公定法）は試験コストが高く、また、結果がでるまでに時間

を要す。 

③ 臭気の発生場所やタイミングの予想が難しく、公定法では試験が空振りに終わる可

能性がある。 

 

 以上のことから、臭気苦情対策手法としては、以下の事項に配慮する必要がある。 

① 下水道担当者の立入が容易なこと。 

② 計測が簡単で、即時に結果が分かること。 

③ 臭気の経時変化が把握できること。 

 

 これを踏まえて、悪臭防止法に抵触していることが確実だという根拠を下水道部局で揃

え、環境部局等に引き継ぐ手法（図－5.1）を提案する。 

 この手法は、簡易な拡散式硫化水素計を用い、下水道担当者が立ち入り可能な汚水桝の

ガス濃度を連続計測し、その結果を液相中の臭気指数や硫化水素濃度に換算することで、

現場で簡単に悪臭防止法に抵触している恐れがあるかどうかを判定する。悪臭防止法に抵

触していることが確認できれば、下水道部局としてビルピット管理者に試験結果を通知す

るとともに改善を要請し、改善の見込みがない場合には、下水道部局から環境部局に試験

データを添えて法的指導を公式に要請するのが現実的であると考える。 

 なお、実際の自治体での対応にあたっては、下水道管理者がビル管理者に対し、汚水桝

での気相中硫化水素濃度が任意の濃度を超えた時に、（環境部局に報告するまでもなく）

悪臭防止法に違反している旨を伝えるだけで改善される場合も多々あると考えられる。な

ぜなら、ビル管理者がビルピットの改善を渋る理由の１つが、「法律に違反していないの

に、改善に費用をかける理屈が立たない。」としているからである。 
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 また、既存地下排水槽の指導として悪臭苦情等に基づいて、地下排水槽の硫化水素濃度

測定や運転方法等の実態調査を行い、改善等の行政指導を行っている（タイマー運転との

併用制御、曝気攪拌機の設置、など）。 

 これまで下水道法に明確な根拠がないため、指導に限界があったが、平成 7 年度の悪臭

防止法一部改正に伴い、排水中の硫化水素等が特定悪臭物質として規制対象となったため、

環境局と連携した改善指導を実施している。具体には、悪臭等の苦情の発生後、原因者を

特定して改善指導するという対症療法的対策から、年次計画に基づいた定期的な立入り調

査を実施するという予防保全的対策への転換を図っている（平成 15 年度より計画的に調

査している）。 

 

 以上のように、各都市が知恵を絞って種々の対策を実施しているところであるが、いず

れの基準、対策も、法的な拘束力がないことから、悪臭を防止・規制する決め手とはなっ

ていないのが現状である。 
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６．ビルピット排水の硫化水素と臭気に関する実態調査 

 

6．1 調査の目的 

 下水道施設からの悪臭を防止するためには、発生原因となっているビルピット排水が悪

臭防止法の規制に違反しているかを調査した上で,適正に対処する必要がある。しかしな

がら、下水道管理者は悪臭防止法の権限を有さないことがほとんどであり、ビル内への立

ち入り検査が困難なため法違反の確認が困難である。 

 前述したように、下水道管理者の権限により可能な調査手法の一つとして、汚水桝の気

相中硫化水素濃度から、ビルピットの液相中硫化水素濃度や臭気指数を推測し、悪臭防止

法に抵触する恐れの有無を判定、その後、必要に応じビル管理者を指導する手法を提案し

た。 

 提案した臭気苦情対策では、汚水桝の気相中硫化水素濃度から、ビルピットにおける液

相中の硫化水素濃度や臭気指数を推測する必要があるが、ビルピットの液相中硫化水素や

臭気が汚水桝において硫化水素ガスとして発生するまでの過程には、ビルピットや汚水桝

の構造や、原水の水質・滞留時間、ポンプの仕様（能力、形状）など多くのパラメータが

関与しており、単純な生化学反応ではその過程を再現すること困難である。 

 ここでは実際に存在するビルピットの実態調査を行うことで、液相中の硫化水素濃度及

び臭気指数と、汚水桝の気相中硫化水素濃度の関係を明らかにした。また加えて、不明確

な部分が多いビルピット排水の水質の実態を把握した。 

 

6．2 調査対象施設 

 調査対象とするビルピットは、Ｔ市とＫ市の 20 棟のビルにおいて計 25 箇所のビルピッ

ト（1 つのビルに複数のピットが存在する場合有り）とした。 

 調査対象ビルの選定にあたっては、以下の方針に基づいた。 

 

 【選定方針】 

 □ピットの種別が、汚水槽、雑排水槽、混合槽のいずれかであること。 

 □湧水の侵入により汚水等が薄められないこと。 

 □常時、ピットへの流入があること（地階部の施設利用者が多いこと）。 

 □硫化水素の発生しやすい下水であること。 

 □既に撹拌や曝気の対策を実施している場合は、手動運転が可能なこと。 

 □調査時の異臭漏れや害虫飛散によりテナント営業に影響がないこと。 

 □ビル管理者の協力が得られること。 
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図－5.1 悪臭対策フロー 


